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会 長：ただ今から、令和６年第７回定例総会を開会いたします。欠席委員は、６

番１名です。出席委員は８名中７名で、定足数に達しておりますので、総会

は成立しております。また、農地利用最適化推進委員が２名出席しておりま

す。本日の議事録署名人に、１番と２番を指名いたします。 

会 長：それでは、総会次第の日程により議事を進めさせていただきます。初めに、

日程第１、農地法第４条の規定による許可申請について、議案番号３４号を上

程いたします。事務局より議案の朗読と説明をお願いします。 

事務局：（議案番号３４号を朗読） 

  (説明) 当案件は、位置図にありますとおり倉見地域内にある農業振興地域内

農地１筆で、転用事業の内容は自己用住宅敷地です。申請者の一人が高齢

のため、耕作している農地から離れた場所では継続的な農地管理が困難で

あることや、旧住居から離れることで生じる生活環境の変化への対応が難

しいこと、等の理由から、旧住居の隣地である当該地に自己用住宅を建築

することになりました。旧住居敷地の売買契約はすでに締結されているこ

とから、申請者は転用工事を実施する資力があり、転用の確実性は明らか

です。なお、農地法に基づく農地転用許可の判断基準となる農地区分は、

第３種農地です。許可の基準としては、原則許可になります。 

会 長：続いて、地区担当農業委員の五島委員から、農地法の観点から現地調査の

結果並びに補足説明をお願いします。 

４ 番：７月１６日事務局職員と現地確認しました。当該地は、周りを住宅に囲ま

れており、他の農地への影響はありません。現状は未耕作の状態で、低い雑

草が生えている状況です。自己住宅を建築するということなので、周りの住

宅に溶け込み全体的に住宅地になることになりますので問題ないと判断し

ます。 



 
 
 

会 長：ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの説明につ

いて、発言のある方は挙手願います。 

（委員より意見、質問なし） 

会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番号３４号について、

原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

事務局長：総員挙手 

会 長：では総員挙手ですので、議案番号３４号は原案のとおり許可相当として意

見書を添え、県に進達することに決定いたします。次に、日程第２、農地法第

５条の規定による許可申請について、議案番号３５号を上程いたします。事務

局より議案の朗読と説明をお願いします。 

事務局：（議案番号３５号を朗読） 

 (説明) 当案件は、位置図にありますとおり一之宮地域内にある市街化調整区域

内の農地３筆で、転用事業の内容は貸駐車場です。不動産業等を行ってい

る譲受人が、近隣に営業所がある物流会社からトラックを駐車できる駐車

場を探してほしいと要望があり、周辺で適地を探していたところ、営業所

から近く、交通利便性や面積などの面で希望要件に最適な当該地につい

て、譲渡人との間で賃借権設定の合意があり、農地転用許可申請に至りま

した。譲受人は、転用工事を実施する資力があり、転用の確実性は明らか

です。なお、農地法に基づく農地転用許可の判断基準となる農地区分は、

第３種農地です。許可の基準としては、原則許可になります。 

会 長：続いて、地区担当農業委員である私から、農地法の観点から現地調査の結

果並びに補足説明をいたします。 

会 長：先日現地確認しました。周辺は駐車場等農地ではないため、他の農地に影

響はありませんので問題ないと考えます。 

会 長：それでは、質疑に入ります。ただいまの説明について、発言のある方は挙

手願います。 

（委員より意見、質問なし） 

会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番号３５号について、

原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

事務局長：総員挙手 

会 長：では総員挙手（挙手多数）ですので、議案番号３５号は原案のとおり許可

相当として意見書を添え、県に進達することに決定いたします。次に、日程

第３、農業経営基盤強化促進法に伴う利用権の合意解約について、報告番号

４９号及び５０号の２件について事務局より一括して報告事項の朗読と説

明をお願いします。 

事務局：（報告番号４９・５０号を朗読） 

（説明）農業経営基盤強化促進法に伴う利用権の設定がされていた農地につい

て、借り手と貸し手、両者合意のもと利用権を解約する旨の通知が提出され

ました。両案件ともに、報告番号４９号の借り手の家族（息子）が今後農地

法第３条により、当該農地４筆を購入することとなっており、そのために必

要な手続きでございます。 

会 長：ただいまの報告について、発言のある方は挙手願います。 

（５番挙手） 

５ 番：利用権の設定期間終了前の解約とのことですが、設定期間はいつまでだっ

たのでしょうか。 

事務局：残り約１年間です。 



会 長：よろしいでしょうか。特に発言が無いようですので、報告事項については

了承されたことといたします。次に、日程第４、農地法第３条の３第１項に

よる届出について、報告番号５１号及び５２号の２件、日程第５、農地法第

４条第１項第７号の規定による届出について、報告番号５３号から７７号の

２５件、日程第６、農地法第５条第１項第６号の規定による届出について、

報告番号７８号から８２号の５件を、一括して事務局より報告事項の説明を

お願いします 

事務局：農地法第３条の３第１項による届出については、議案書のとおり２件、農

地法第４条第１項第７号の規定による届出については、議案書のとおり２５

件、農地法第５条第１項第６号の規定による届出については、議案書のとお

り５件届出がありました。いずれも添付書類含め完備しておりましたので、

事務局長専決により、書類を受理いたしました。 

会 長：ただいまの報告について、発言のある方は挙手願います。 

（委員より意見、質問なし） 

会 長：よろしいでしょうか。特に発言が無いようですので、報告事項については

了承されたことといたします。最後に、その他として、審議事項はあります

でしょうか。 

（特になし） 

会 長：では、以上をもって、令和６年第７回寒川町農業委員会定例総会を 

閉会いたします。 

資  料 １．令和６年第７回定例総会議案及び位置図 

  

議事録署名人   大久保 泰明      議事録署名人    金子 イツ子      

本議事録は、令和６年８月２６日、承認・署名を得て確定しました。 


